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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、安全は何よりも優先されるものであり、人命が何

よりも尊いということを基本理念とし、労働者が安心して働くことので

きる職場環境を形成します。

１ リスクアセスメントによる危険原の抽出、対策を充分に検討した施

工計画書・作業手順書を作成し、関係者全員へ周知し、全ての作業

に安全第一を優先させます。

２ 労働者が働きやすく、身心共に充実した日々を送れる職場環境づく

りを進めます。

私たち労働者は、安全を最優先に、作業所に係る全ての関係者が安心

して作業ができるように行動します。

１ リスクアセスメントによる安全を最優先する施工計画、作業手順を

立案し、これを遵守し作業を進めます。

２ 労働者間のコミュニケーションを図り、心理的安全性の高い職場環

境作りを積極的に行います。


